
平成２７年４月１日から，新潟市は法律改正により新制度の教育長がおかれ，教育委員会の仕組みが変わりました。 

教育委員会 

とは 

非常勤の委員による合議制（※２）の執行機関 

教育課題に応じた基本的な教育の方針・方策を決定 

例：学校の設置，教職員の人事，教科書採択など 

教育長と，非常勤の委員による合議制（※２）の執行機関 

教育長は教育委員ではない。 

教 育委 員 

とは 

議会の同意を得て，首長が任命する。非常勤。 

新潟市は条例の定めにより９人

議会の同意を得て，首長が任命する。非常勤。 

新制度により教育長は教育委員ではなくなったため， 

条例の定めにより教育委員は８人

教育委員長

とは 

委員の中から互選で選出。 

教育委員会会議を主宰し，教育委員会を代表する。 

【教育委員長】

 教育委員長職は廃止

【教育長】 

 議会の同意を得て，首長が任命する。（常勤の特別職） 

 教育委員会会議を主宰し，教育委員会を代表する。

教育委員会事務局（※３）を統括し，所属職員を指揮監督する。 

教 育 長 

とは

常勤で，教育委員の中から教育委員会が任命する。 

教育委員会の指揮監督の下に，教育委員会の権限に属するすべての

事務をつかさどる。 

教育委員会事務局（※３）を統括し，所属職員を指揮監督する。 

※１レイマンコントロールとは，市民（レイマン）である非常勤の委員で構成される教育委員会の委員の合議により， 

大所高所から基本方針を決定し，それを教育行政の専門家である教育長が事務局を指揮監督して執行する仕組み。 

※２一個人の価値判断に左右されることを防ぐため，多数決により方針等決定 

※３教育委員会の権限に属する事務を処理する組織 

＜今までの教育委員会制度の仕組み＞ 

○教育委員会は，首長から独立した行政委員会として全ての都道府県及び市

町村等に設置した，住民による意思決定機関。（レイマンコントロール※１） 

○教育行政における重要事項や基本方針は，教育委員長が主宰する会議で決

定し，それに基づいて教育長が具体的な事務を執行する。 

○教育委員は非常勤で，原則５人。任期は４年で再任可。 

－「教育委員会制度」（文部科学省）より抜粋－ 

教育委員会制度 

＜新しい教育委員会制度の仕組み＞ 

○教育委員会は，首長から独立した行政委員会として全ての都道府県及び市

町村等に設置した，住民による意思決定機関。（レイマンコントロール※１） 

○教育行政における重要事項や基本方針は，教育長が主宰する会議で決定。

それに基づいて教育長が具体的な事務を執行する。 

○教育委員は非常勤で，原則４人。任期は４年で再任可。 

○教育長は常勤の特別職で，任期は３年で再任可。 

変わらない 

変わった 

変わった 

二重線が変更点 

委員長と 

教育長を 

一本化 

した

資料他１ 



新制度の教育委員会 イメージ図

首 長

議会

同
意

委 員 （任期４年）
新「教育長」

教育委員会 ＝ 執行機関

招集

首長主導の下，

教育の基本方針を協議・調整

新「教育長」及び

教育委員を

任免（罷免）

協議・調整事項

①教育行政の大綱の策定

②教育の条件整備など重点的に講ずべき施策

③児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の

場合に講ずべき措置

平成２７年４月１日から

新「教育長」が指揮監督

（任期３年）

参加

総合教育会議

教育総務課 ・ 学務課 ・ 施設課

保健給食課 ・ 教職員課 ・・・・

教育委員会事務局

首 長

教育委員を

任免（罷免）

議会

同
意

委 員 委 員 長 委 員 委 員 委 員

教 育 長

兼 任

教育委員会 ＝ 執行機関

教育委員会が

教育長を

任免・指揮監督

教育総務課 ・ 学務課 ・ 施設課

保健給食課 ・ 教職員課 ・・・・
指揮監督

これまでの制度（平成27年3月31日まで）

委員の中から互選

で委員長を選出
教育委員の任期は４年

教育委員会事務局
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27 4 1 文部科学省初等中等教育局HPより




